
森林づくりを県民みんなの力で！
森 林 の 働 き

私たちは、木材等の資源の供給のほか、土砂災害の防止、水源のかん養、地球温暖化の防止、生物多様性の保
全、保健・休養など、様々な森林の「恵み」を享受しています。生活に欠かせない「水」や「空気」の源は森林
であり、私たちの日々の暮らしの安全・安心は森林によって支えられています。
しかし、木材価格の低迷などによる林業採算性の悪化や獣害被害の増加などを理由に、森林所有者の林業離れ

が進んでおり、手入れのされなくなった人工林が増加しています。また、暮らしに身近な里山や竹林も、生活様
式が変化する中で日々の暮らしとは疎遠なものとなり、荒廃した里山や竹林が拡大しています。
県民の生命・財産を守るため、土砂や流木の
発生を抑制する「災害に強い森林」を将来
にわたって引き継いでいくためには、森林
づくりを県民全体で支える社会づくりが
必要です。
そのためには、森林を大切に思い育む人
づくり、森・川・海・まちのつながりを
生かした環境づくりを並行して進める
必要があります。

県では、平成26年度から「みえ森と緑の県民税」を導入し、山崩れや洪水等災害発生のリスクを軽
減するための森林整備を進める施策と、そのような森林づくりを県民全体で支える社会づくりのため、
２つの基本方針に基づき、５つの対策に取り組んでいます。

個 人 法 人

納める方

１月１日現在で三重県内に住所がある個
人、家屋敷などを有する個人（個人の県
民税均等割の納税義務者）
※前年の合計所得金額が一定金額以下である
ことなどにより、県民税均等割が非課税の方
には課税されません。

三重県内に事務所などを有する法人など
（法人の県民税均等割の納税義務者）

納める額 年額 １，０００円 年額 ２，０００円～８０，０００円
（県民税均等割額の１０％相当額）

評価制度 第三者による評価委員会を設置し、事業成果などについて評価検証を行うとともに、
結果は県民のみな様に公表します。
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環境をつくる森林は私たちの生活に欠かす

ことのできない大切な働きをた
くさん持っていて、私たちみん
ながその恵みを受けています。
このことを県民みんなが認識
して、大切な森林を県民みんな
で守り、育てていくことが大切
です。

三 重 県

みえ森と緑の県民税の問い合わせ先
税の使いみちに関すること 税のしくみに関すること

農林水産部みどり共生推進課
☎059-224-2513

e-mail：midori@pref.mie.lg.jp
・右の二次元バーコードからホームページにアクセスできます。

総務部税収確保課
☎059-224-2128

e-mail：zeimu@pref.mie.lg.jp

みえ森と緑の県民税のしくみ

・右の二次元バーコードからホームページにアクセスできます。



み え 森 と 緑 の 県 民 税 を 活 用 し た 取 組
基本方針１：災害に強い森林づくり
防災・減災の観点から早急に整備が求められる森林について、土砂災害防止機能等を高めるた
めに必要な対策を講じ、災害に強い森林を実現します。

基本方針２：県民全体で森林を支える社会づくり
将来にわたり「災害に強い森林づくり」を引き継いでいくため、森林教育に携わる人材の育成
や、学校等における取組の推進、県民の森林への理解を深めるための場の整備等、県民全体で森
林を支える社会づくりを進めます。

対策１：土砂や流木による
被害を出さない森林づくり

土砂や流木によって人家や公共施設、沿岸及び漁業
等に被害が及ばないように、洪水緩和や土砂災害防止
機能等の森林の働きを発揮させるために必要な対策を
進めます。

生活環境の保全や向上のため、県民の暮らしにかか
わりの深い森林について必要な対策を進めます。

対策２：暮らしに身近な森林づくり 対策３：森を育む人づくり

「災害に強い森林づくり」を将来に引き継ぎ、また森林や緑を大切に思い・育む人づくりのため、森林教育に
携わる人材の育成や、教育活動を進めます。

対策５：地域の身近な水や緑の環境づくり
地域の身近な水や緑の環境づくりを進めるため、

森・川・海のつながりを意識した森林や緑、水辺環境
を守り、生物多様性を保全する活動への支援や、森林
や緑と親しむための環境整備等、身近な緑や水辺の環
境と県民との関係を深める対策を進めます。

対策４：森と人をつなぐ学びの場づくり

未就学児や児童生徒をはじめ、様々な県民に森林や
木材について学び・ふれあう場を提供し、森と県民と
の関係を深める対策を進めます。

実施前

渓流内の倒木や根の浮き上がった木等、流木の
原因となる危険木の除去と、渓流沿いの立木の

肥大成長や根茎の発達を促す森林整備
（県事業：災害緩衝林整備事業）

自治会等が実施する、里山・竹林整備に対する支援
（伊賀市：みんなの里山整備活動推進事業）

小学校等における森林教育
（玉城町：森林環境教育・木育事業）

三重県民の森「みえ森林教育ステーション」
（県事業：森を育む人づくりサポート体制整備事業）

自然環境保全活動
（県事業：生物多様性推進事業）

実施後

集落間を結ぶ生活道路沿いにおける危険木の伐採
（熊野市：暮らしを守る危険木伐採事業）

森林教育や森づくり活動に関する
総合窓口として各種相談対応の他、
森林教育指導者や森づくり技術者の
育成やなど、広域的・総合的なサ
ポートを行っています。
【問い合わせ先】
みえ森づくりサポートセンター
℡ 059-261-1223
fax 059-261-4153
mail miemori@zc.ztv.ne.jp
・右の二次元バーコードから
ホームページにアクセスできます。

森林教育指導者養成講座（初級）
森のせんせいスキルアップ講座（中級）

対策５：5.8％
62,987千円

対策４：7.3％
79,461千円

対策３：6.0％
65,709千円

対策２：13.7％
149,635千円

対策１：60.8％
663,248千円

みえ森林教育キャラクター
カモミ

その他：6.3％
69,113千円

みえ森と緑の県民税の対策区分別事業費割合
（令和３年度実績）

サポートセンター  
みえ　　づくり 

　県では、平成26年度に「みえ森と緑の県
民税」を導入し、「災害に強い森林づくり」
等に取り組んできました。近年の大型化し
た台風や頻発する豪雨災害をふまえると、
県民の安全・安心な暮らしを守るためには、
防災・減災対策を充実・強化することが最
優先課題であると考えています。
　この課題の解決に向け、県と市町が連携
して、「災害に強い森林づくり」と「県民
全体で森林を支える社会づくり」に取り組
んでいます。

（県事業：森を育む人づくりサポート
　　　　　体制整備事業）


